
高額医療㊤高額介護合算療養費制度

が始まりました｡

(十HI帯内('1)r計-の医療保険の加入者の方に--)いて､転年8月から

1年間にかか∋た医療保険と介護保険の自己負担(※)を合計♭も

基準額を超えた場合に､その超えた金額を支給♭ます｡

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません｡

e基準額は､世帯員の年齢構成や所得区矧こより異夜頃ます｡またも初年度
(平成20年4月-平成21年7月)につい竃は､特例的な取扱いがあ喝ます｡

田詳tzd≪はも加入されでいる医療保険または介護保険の窓口代書相談≪ださい｡

厚生労働省


